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第３回合併協議会の結果報告第３回合併協議会の結果報告

　第３回協議会で協議・報告した内
容と、委員から出された主な意見等
をお知らせします。

　　　　　　　　　　　　　　　　
協議第１８号　公共的団体等の取扱い
について（継続協議）

　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　
協議第２７号　補助金、交付金等の取
扱いについて（継続協議）

　　　　　　　　　　　　　　　　
＜協議第１８号＞
　公共的団体等については、新市の
速やかな一体性を確立するため、そ
れぞれの団体の実情を尊重しながら、
次のとおり調整に努める。
１　共通の目的を持った団体は、原
則として合併時に統合できるよう
調整に努める。
２　共通の目的を持った団体で、統
合に時間を要する団体は、将来の
統合に向けて検討が進められるよ
う調整に努める。
３　独自の目的を持った団体は、原
則として現行のとおりとする。
＜協議第２７号＞
　補助金、交付金等の取扱いについ
ては、従来からの経緯、実情等に配
慮して次のとおり調整する。
　なお、義務的補助金を除く全ての
補助金、交付金等について、合併後
においても補助効果等を踏まえて見
直しを行う。
１　同一又は同種の団体・事業等に
対する補助制度は、統合の方向で
調整する。
２　各市町独自の団体・事業等に対
する補助制度は、合理的な理由が
ある場合については、当面現行制
度を認めるが、市域全体の均衡を
保つように原則合併後３年以内を
目途に調整する。

報告・意見

経済部会長　第１回から継続協議と
なって以降、委員及び各商工会長
と話し合いの場を持たせていただ
き、両協議案文の解釈に関してご
説明をさせていただいたところ、
原文案でよろしいとのご理解をい
ただいたことを報告する。
津久井町委員　両協議案文について
は、私どもで要望している各商工
会の存続の趣旨がこの原案に包含
されているということを十分理解
したので承認する。

→原案どおり決定

　　　　　　　　　　　　　　　　
協議第３２号　地域自治区等の設置及
び都市内分権について（継続協議）

　　　　　　　　　　　　　　　　
　合併前の地域の歴史や文化などの
特色を生かしつつ、合併後の新市に
おける一体的なまちづくりを円滑に
進めるための経過措置として、市町
村の合併の特例に関する法律（昭和
４０年法律第６号）第５条の５第１項
の規定に基づく地域自治区を次の「地
域自治区の設置に関する協議」のと
おり設置する。
　新市全体の都市内分権の在り方に
ついては、合併後５年を目途に検討

する。この場合において、都市内分
権の在り方の検討結果が、本協議事
項に影響を及ぼすと認めるときは、
設置期間等協議事項を変更する措置
を講ずる。

主な意見

津久井町委員　地域協議会委員の重
要性から、任期を４年にしてはど
うかと提案したが、持ち帰って検
討した結果、再任されると８年・
１２年の長期となるケースが想定さ
れることなどから、提案どおり了
承することとする。

相模湖町委員　「都市内分権の在り
方の検討結果が、本協議事項に影
響を及ぼすと認めるとき」とある
が、地域自治区に影響を及ぼす場
合には期間を延長する、という意
味であると考えていいのか。

企画部会長　議会の議決をもって、
条項（地域自治区の設置期間）を
変更するという考え方である。

相模湖町委員　結果的に５年以内に
都市内分権がまとまらなかった場
合、検討・調査を続けていくのか、
取り止めることになるのか。

企画部会長　まとまらなかった場合
や取りやめることは考えていない。
地域のまちづくりと、それに対す
る行政体制をどうするかについて
は、今の相模原市にとっても大き
な課題である。地域自治区よりも
発展した形で都市内分権を進め、
新市として一体の制度にしたい。

→原案どおり決定

　　　　　　　　　　　　　　　　
協議第２８号　一部事務組合等の取扱
いについて（修正協議）
※下線部分が修正箇所

　　　　　　　　　　　　　　　　
一部事務組合の取扱い
　（１）　津久井郡広域行政組合
　　津久井町及び相模湖町は、その
加入している津久井郡広域行政組
合について、合併の期日の前日を
もって解散する方向で調整する。
なお、津久井郡広域行政組合が行
っている業務については、住民サ
ービスに支障をきたさないよう対
応する。

　（２）　相模湖モーターボート競走組合
　　津久井町及び相模湖町が加入し
ている相模湖モーターボート競走
組合については、平成１７年３月３１
日をもって解散することを確認す
る。

　（３）　神奈川県市町村職員退職手当組合
　　津久井町及び相模湖町が加入し
ている神奈川県市町村職員退職手
当組合については、合併の期日の
前日をもって脱退し、その事務は、
新市に引き継ぐ。

主な意見

相模原市委員　広域行政組合につい
ては、解散できなかった場合はど
のような結果になるのか。

事務局　解散協議がされていると聞
いているが、仮に解散協議が調わ
なかった場合は、城山町と藤野町
の２町で組合を存続することにな
る。藤野町も合併に加わる場合に
は、城山町１町だけが残ることに
なり、組合は自動的に解散となる。

その場合、組合の財産をどうする
かが課題となる。ただし、全国的
には解散しなかったという例は聞
いていない。

相模原市委員　４町での合併を目指
すと言うからには、城山町・藤野
町について、合併しない場合でも
支障がないようにすべきである。
協議の文言についても「住民サー
ビスに支障をきたさない」ことの
対象が、４町の住民であると明確
に読めるように修正すべきである。

事務局　広域行政組合が行っている
業務に関することなので、４町に
かかることであり、各町の住民サ
ービスに支障をきたさないように
対応していく。
→異議なく決定

　　　　　　　　　　　　　　　　
報告第１１号　各市町における住民説
明会及びパブリック・コメント（相
模原市実施）における意見について

　　　　　　　　　　　　　　　　
＜住民説明会の開催結果＞
　各市、町の説明会における主な意
見について報告しました（主な意見
については、本紙第２号に掲載して
います）。
�

＜津久井町及び相模湖町との合併につ
いてのパブリック・コメントの結果＞
　相模原市が実施したパブリック・
コメントの結果について報告しまし
た。

●　実　施　概　要　●

１　募集期間　平成１７年２月１８日
（金）から３月９日（水）まで

２　意見提出状況　１６５人（４０２件）
３　意見の内訳（同じ内容の意見は集約した）
�

参加者総数回数開催期間区　分

６２２名２３回
平成１７年
２月１９日
～２月２７日

相模原市

２３０名７回
平成１７年
２月２１日
～３月１日

津久井町

１４２名４回
平成１７年
２月２３日
～２月２６日

相模湖町

１８８件１．津久井地域との合併について

３８
３７
３５
２７
 ９
１０
３２

Ａ　１市２町の合併について
Ｂ　津久井地域との合併のメリット、デメリット
Ｃ　市長の姿勢・公約について
Ｄ　新市への期待について
Ｅ　他市との合併について
Ｆ　合併後の制度について
Ｇ　その他

１２７件２．住民意向の把握について

４９
５９
 ６
 ７
 ６

Ａ　合併協議の進め方について
Ｂ　住民投票の実施について
Ｃ　市民への情報提供、説明について
Ｄ　市民意見、パブコメの反映について
Ｅ　その他

７２件３．財政及び財政支援措置について

４５
１８
 ７
 ２

Ａ　財政支援措置及び合併特例債について
Ｂ　合併に伴う財政負担について
Ｃ　人件費削減など効率化について
Ｄ　その他

９件４．まちづくりについて

 ６
 １
 ２

Ａ　新市まちづくり計画について
Ｂ　まちづくりに対する期待、要望について
Ｃ　その他

６件５．その他

４０２件合　計

●　提出された主な意見と市としての考え方　●

　提出されたご意見と市としての考
え方のうち、主なものを抽出して掲
載しています。全文は、市ホームペ
ージか、広域行政推進課、各出張所、
各公民館、行政資料コーナーでご覧
いただけます。

１．津久井地域との合併について

Ａ　１市２町の合併について
　元々津久井郡４町から申し入れが
あった話を４町内で足並みが揃わな
いのであれば、立ち止まる、または、
白紙に戻した方が良い。
　城山町を含めた１市３町、藤野町
との１市１町については、２月１８日
に「法定合併協議会の設置及び合併
協議に係る合意書」に調印がされて
おり、各市町では、４月に法定合併
協議会を設置することについて、そ
れぞれの議会に提案しております。
可決されれば、４月以降は法定合併
協議会で、正式に協議がされること
となります。
Ｂ　津久井地域との合併のメリット、

デメリットについて
　相模原市にとってのメリットがな
いのではないか。
　合併によって、豊かな自然を併せ
持つことにより魅力あふれる都市づ
くりが可能になるとともに、スケー
ルメリットを活かした行財政運営の
効率化が図られると考えています。
また、地域交流によりそれぞれの歴
史や文化が融合し、新たな発展の可
能性が広がります。
Ｃ　市長の姿勢・公約について
　市長選挙では合併は争点ではなか
ったはず。
　市長選挙においては、それぞれの
候補者が合併についての考え方を示
していたものと考えております。市
長は、８つの重点目標と６５の主要施
策を示し、これらの中で津久井郡各
町との合併について、述べておりま
す。
　市長選挙の結果をもって合併賛成
とはいえない。
　市民の皆様の合併に関する考えに
ついては、市長選挙の結果以外にも、
昨年１１月に実施したアンケート調査
の結果やタウンミーティング、説明
会などを実施し、市民の皆様からい
ただいた多くの意見の内容を総合的
に判断していくものと考えておりま
す。
Ｄ　新市への期待について
　将来を見越しての行政改革の一端
として、１日も早い新市誕生を望む。
　将来にわたって相模原・津久井地
域が発展していくためにも合併によ
る事務事業の統合などスケールメリ
ットを活かした行財政運営の効率化
に努めてまいります。
Ｇ　その他
　現状でさえ広すぎて不便が多いの
に、合併によって更に広域になり、
サービスが低下するのではないか。
市域は小さい方がいい。
　現在、合併の有無にかかわらず、
市民が主体的に身近な地域で課題解
決などを行う仕組みと、それに対応
した行政の体制づくりである都市内
分権の検討を進めております。


